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伊東市教育委員会の自己点検・評価について

１ 趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条

の規定により、平成２７年度における伊東市教育委員会（以下「教育委員会」といい

ます。）の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することにより

教育委員会の責任体制の明確化及び体制の充実・強化を図り、効果的な教育行政を推

進します。

なお、点検及び評価を行う際には、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を

図りました。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に

提出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。

２ 点検・評価の対象

伊東市では、第四次伊東市総合計画で「ずっと住みたい また来たい 健康保養都

市 いとう」という将来像を掲げています。教育委員会教育部では、その将来像の実

現のために第九次基本計画において政策目標を「心豊かな人を育み、生涯にわたって

学習できるまち」とし、その施策を「教育環境の整備」、「教育の充実（保育園）」、「教

育の充実（幼稚園）」、「教育の充実（小・中学校）」、「生涯学習活動の推進」、「市民ス

ポーツ活動の支援」、「歴史・芸術文化の振興」及び「青少年の健全な育成」の８項目

としています。この８項目に「教育委員会の活動」、「教育委員会が管理・執行する事
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務」を加えた１０項目に属する事業について点検・評価を行いました。

３ 教育委員会の活動

本市の教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育長と４

人の教育委員による合議体の組織として構成され、毎月の定例会開催のほか、必要に

応じて臨時会を開催しています。

教育委員会は、合議により所管である学校やその他の教育機関の管理、学校教育施

設に関する全般的な事務並びに社会教育、社会体育、学術及び文化に関する事務の管

理、執行等について、本市の実情に即した教育行政を推進しています。

これらの教育事務を処理する教育委員会事務局は教育長の指揮監督の下に組織構成

され、それぞれの事務を分掌しています。

４ 教育委員会が管理・執行する事務

教育委員会が管理・執行する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２１条に定められていますが、伊東市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和

４３年伊東市教育委員会規則第１号）の規定により教育長に委任されているものを除

き、次の事務の執行を行うこととなっています。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免そ

の他の人事に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定する点検及び評価に関

すること。

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条及び第２９条に規定する意見

の申出に関すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(8) 社会教育関係委員・団体等の委員の委嘱に関すること。

(9) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。
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５ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務は、伊東市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則の規定により教育長に委任されたものについて、伊東市第九次基本計画

で教育委員会教育部各課が定めた方策を実現するための事業を推進しました。

(1) 総合的教育行政の推進（２事業）

(2) 学校施設の耐震化（１事業）

(3) 学校給食の在り方の検討（５事業）

(4) 情報教育環境整備の充実（２事業）

(5) 多様な保育事業の実施（１事業）

(6) 地域に根ざした子育て支援への取組の実施（１事業）

(7) 待機児童解消計画の推進（１事業）

(8) 障がい児童等への支援（１事業）

(9) 幼保連携の促進（１事業）

(10) 食への興味・関心を育てる取組の実施（１事業）

(11) 幼稚園教育の充実（２事業）

(12) 保護者とともに子どもの育ちを考える（２事業）

(13) 集団保育を実施するための環境整備（１事業）

(14) 子育てニーズに応じた幼保連携の推進（１事業）

(15) 園・学校の基盤づくり（４事業）

(16) 「学びを楽しむ力」が育つ指導（３事業）

(17) 「人として備えたい力」が育つ指導（５事業）

(18) 「命を守る力」が育つ指導（４事業）

(19) 生涯学習機会の提供（３事業）

(20) 市民の自発的生涯学習活動の推進（４事業）

(21) 図書館機能の充実（２事業）

(22) スポーツ指導者の養成（３事業）

(23) 歴史、芸術文化に触れる機会の創出（２事業）

(24) 歴史文化情報の発信（１事業）

(25) 芸術文化活動の支援（１事業）

(26) 声かけ・あいさつ運動の推進（１事業）

(27) 地区青少年健全育成活動の活発化（１事業）
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７ 学識経験者による意見

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されている学識経験者による

知見の活用は、今日までの伊東市の教育行政の課題を理解しているという観点から

本年度も保護者団体、教育経験者等を活用することとし、次の３名の方から様々な

ご意見、ご助言をいただきました。

（５０音順 敬称略）

氏  名 所     属     等

金刺 秀忠 教育経験者（伊東市立学校校長会会長）

杉田 純子 元教育委員長

前島  泰 伊東市ＰＴＡ連絡協議会会長

伊東市教育委員会の自己点検・評価への意見

１ 全体の評価に対する印象

⑴ それぞれの評価は「Ａ」「Ｂ」がほとんどであり、目標がおおむね達成されて

いるようです。教育委員や教育委員会事務局のご努力は学校現場にとってもた

いへんありがたく思います。その中で、「小・中学校の教育の充実」での評価が

「Ｂ」又は「Ｃ」であり、教育現場での不便さ及び対応への取組が遅れている

と感じます。学校との連携を更に深め、学校現場の窮状に速やかに対応し「Ａ」

評価が増えるよう、一層の努力を望みます。

⑵ 「評価及び改善の視点」の記載内容が「評価」の理由になっていないため、「評

価」の妥当性を判断できない項目が多数見られます。また、「改善の視点」に記

載された施策の内容が具体性に欠けており、施策内容の向上につながっていく

ように感じられません。問題の改善につながる記述を心掛けて欲しいと思いま

す。

⑶ 市役所との様々な関わりの中で、教育委員会がかなり努力されている印象を

持っています。伊東市の教育環境の向上のため、今後もその努力を継続して欲

しいと思います。

２ 教育委員会の活動

⑴ 教育委員と校長会との意見交換の場で、伊東市の児童・生徒の状況や学校が

抱える課題等について意見を交わすことができますが、これに加え、教育委員

が担当する地区の小・中学校を訪問し、児童・生徒の様子を実際に参観しつつ、
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教職員と直接意見を交換できる機会があれば更によいと考えます。

⑵ 「教育委員の自己研さん」の評価が「Ａ」から「Ｂ」に下がった理由の記載

が欲しかった。

３ 教育環境の整備

⑴ 学校・園適正規模及び配置検討会では、会議での議論・進捗情報を随時発信

し、父兄の不安や風評を排除するような取組を期待しています。

⑵ 限られた予算の中、全ての要望に対応するのは難しいと思いますが、児童・

生徒の安全や、安心して学べる環境整備に係わる案件を優先し、引き続き教育

環境の整備を進めて欲しいと思います。

⑶ 伊東市学校給食センターの建設に当たっては、南中学校の行事や生徒の安全

に対する十分な配慮がありました。今後は、給食に対するアンケートを随時実

施するなど、ＰＤＣＡサイクルを活用し、給食の改善を追求し続けて欲しいと

思います。

また、伊東市全体の給食（単独調理場、共同調理場及び学校給食センター）

において、アレルギー対応の更なる充実と安全安心な給食を提供できる職員体

制（栄養士や調理員の人数）の検討をお願いします。

⑷ ＩＣＴ機器を使った教育が推進されているにも関わらず、校内ＬＡＮの整備

状況がこのような状態でよいのか疑問を感じます。学校のテレビの整備状況も

同様です。教育委員は、積極的に学校を訪問し、この現状を把握し、改善につ

なげて欲しいと思います。

４ 教育の充実

⑴ 幼稚園と比べ保育園の評価が軒並み下がっていますが、なぜ違うのか理解で

きません。前年度から評価が下がることは望ましくありませんので、具体的な

施策を検討し改善して欲しいと思います。

⑵ 待機児童が昨年に比べ８人増加しているが、働くお母さんにとっては保育園

への送迎のしにくさも原因の一つではないでしょうか。最近話題になることが

多い課題ですので、「Ｅ」評価を返上できるよう、迅速な対応を望みます。

⑶ 各小・中学校で挨拶を大切にする取組を行っていますが、日常の中で児童・

生徒、教職員が自然に気持ちのよい明るい挨拶ができる学校とそうではない学

校に差があるように感じます。生涯学習課の「あいさつ運動」の更なる浸透と

合わせて、伊東市全体が明るい挨拶を交わせるようにして欲しいと思います。

⑷ 「基礎的・基本的な知識及び技能の定着」及び「主体性や学ぶ意欲・態度の
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育成」の２項目の評価が昨年度の「Ｃ」から「Ｂ」になったことは評価できる

と思います。教育指導課の指導が少しずつ各小中学校に浸透し、教職員の授業

力向上に向けた意識が高まっているように感じます。

⑸ 伊東市学力検証委員会では、家庭学習や自主学習の習慣化及び充実に向けた

対策をとっていますが、家庭との連携、協力が十分とはいえず、成果が十分表

われていないように感じます。今後「家庭学習のすすめ」や「自主学習のアド

バイス」をいかに効果的に活用していくかが重要になると考えます。

⑹ 「自己肯定感の育成」の評価が昨年の「Ｃ」から「Ｂ」になったことは評価

できると思います。児童・生徒が「自分の力でできた。わかるようになった。」

「自分が人のために役に立った。」という思いが持てるよう、指導・支援して

いこうという意識が教職員の中に出てきていると感じます。

⑺ 基礎基本の「健康的な生活習慣の定着」が「Ｃ」評価ですが、家庭への支援、

学校給食の充実に繋がる重要な問題ですので、今後も見守り努力を継続して欲

しいと思います。

５ 生涯学習活動の推進

⑴ 市役所との様々な関わりの中で、生涯学習活動が活発に展開されている印象

を受けています。市民の生涯学習活動の推進に向け、今後もその努力を継続し

て欲しいと思います。

⑵ 文化育成への支援の評価が「Ｂ」となっており、評価としては高いが、現状

は伝統文化の育成に加え、その継続及び継承も必要と考えます。未来にも目を

向けた施策を展開して欲しいと思います。

⑶ 多種多様な講座が開講されていますが、これからの日本の将来を担う子ども

達を対象とした講座や教室の充実を望みます。特に、日本の伝統文化である華道

及び茶道はもとより、様々なジャンルの音楽、合唱講座といった感性を磨く講座

を開講して欲しいと思います。


